
財
形
住
宅
の
持
家
取
得
、
増
改
築
に
伴
う
払
出
、

お
よ
び
一
部
払
出
以
外
の
場
合
、
該
当
に
○
印

災害・疾病・その他これらに類するやむを
得ない理由による解約（財形年金・財形住宅）
被保険者（保険契約者）の死亡による終了
転職等により、他の金融機関へこの契約を
移管するための解約（お受取口座は新勤務
先での財形契約口座）
その他の理由による解約
a. 退職   b. 教育資金   c. 結婚資金
d. 旅行資金   e. 車両購入
f. その他（　　　　　　　　　　   ）
保険事故以外の被保険者の重度障害
保険金請求に伴う契約者配当の払出

事業主殿

下記財形傷害保険につき以下のとおり支払いを請求します。
なお、本請求にあたり、税法の定めにより源泉徴収される場合にはそれを了承します。

下記の 財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第４条の２第１項
財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第４条の３第１項

やめたいので、この旨申告します。

の規定の適用を受けることを

・★印の項目は大切な項目です。訂正する場合は保険契約者の訂正署名（または届出印の押印）をお願いします。
・被保険者（保険契約者）が死亡され、相続人がご請求される場合、届出印欄には相続人の実印を押印ください。
・お受取口座・金額等を必ずご確認のうえ、署名・押印してください。
・お届出印を１、２、３枚目に押印ください。

財形傷害保険支払請求書

財産形成非課税
税務署長殿 令和　　年　　月　　日

貯蓄廃止申告書住宅
年金

K519 33 9 DC

000
021

800

010

AAA 020 994

173

173

262

263

262請 求 日
（ご記入日）令和 年 月 日 該 当 保 険

種類に○印 財形貯蓄 財形年金 財形住宅

届出印カナ

★申 込 人
（保険契約者）

フルネームでご署名ください

★

★

（注１） 着金予定日ではありませんのでご注意願います。

（注１）

TEL　　　　　－　　　　  　－

勤務先は必ずご記入ください。

（注２）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、契約が終了するため積立を継続することはできません。
（注３）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、請求額に応じ保険金額を減額します。

－
（事業所コード） （所属コード）

住 所

勤 務 先

保
険
契
約
者（
請
求
者
）

名 称

所 属
コ ー ド

所 属
部 課 名

社員番号

カナ

氏 名

住 所

種 別
最 高 限 度 額

所在地

名 称

所在地

名 称

所在地

名 称

所在地

名 称

勤 務 先

受入機関の
営 業 所 等

賃金の支払者

事務代行先

損 害 保 険 の 保 険 料

本店

０，０００円

会社証印

契 約 番 号

財形団体コード

満期日・解約日・失効日

一 部 払 出
（注３）

全 部 払 出
（注２）

財形貯蓄以外の場合、左
記非課税貯蓄廃止申告書
もご記入ください。

満期返れい金 持家取得年月日

持家取得予定年月日
増改築等完工予定年月日

増改築等完工年月日
契約基準日から
３年経過後の払出
財形貯蓄：契約基準日から３年未満の解約
財形年金：年金の支払以外の場合
財形住宅：目的外払出（持家取得、増改築等以外）　　　等

円

解 約 ・ 失 効
返 れ い 金

保険金支払に伴う払出 （満期日・解約日・失効日は事故日をご記入ください）

一 部 解 約 （財形貯蓄）

持家取得等費用
返れい金（財形住宅）

（財形貯蓄） （財形住宅）

そ の 他

払
出
理
由

（お願い）
１．全部払出の場合は必ず左記非課税貯蓄廃止申告書を提出
願います。（除く財形貯蓄傷害保険）

（1）財形年金傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「住宅」および「財産形成住宅貯蓄につき租税特
別措置法第４条の２第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

（2）財形住宅傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「年金」および「財産形成年金貯蓄につき租税特
別措置法第４条の３第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

２．一部解約の場合、一部払出金額に対する源泉徴収税は一
部払出後の残高より差し引かれます。

財形住宅の持家取得・増改築等の添付書類（該当に○印）
住宅の登記簿謄本の正本またはコピー
住宅の登記簿抄本の正本またはコピー
売買契約書コピー
請負契約書コピー
増改築等工事完了届
住宅工事請負契約締結
（住宅売買契約）予定通知書

Ａ.
Ｂ.
Ｃ.
Ｄ.
Ｅ.
Ｆ.

Ｇ.
Ｈ.
Ｉ.
Ｊ.
Ｋ.
Ｌ.

住民票の正本またはコピー
登録原票記載事項証明書の正本またはコピー
検査済証コピー
増改築等工事証明書コピー
増改築等の建築確認済証コピー
その他書類（　　　　　　）

V5839-5 　4×1×8,000　2024.2（修）（71）72　勤務先控　財形〔9〕

ご 

注 

意

東京都千代田区神田駿河台3－9
三井住友海上火災保険株式会社

A2

A2

A7

A1

A1

ロ
ヌ

ト

ニ
ヘ

イ

チ
ホ

請求額
（一部払出金額）

ハ
リ

法人番号

法人番号

法人番号

法人番号

２枚目に押印ください。

平
成
28
年
１
月
以
降
使
用

①
22N

6010001008795

１枚目

,,

1、2、3枚目に押印ください

★

お

受

取

口

座

(注4)

金融機関コード

店 番 号

〒　　　　 －

カナ

印

R

173

H

R

平成

令和

平成

令和

平成

令和

年 月 日

（注４）ゆうちょ銀行の送金機能付の総合口座以外の場合は､「金融機関」
欄にすべての項目をご記入下さい。                                                  

年 月 日

年 月 日

1 0

（カナ）

（カナ）
支
店
名

（漢字）

（漢字）

口
座
名
義
人

※送金機能付の総合口座以外への振込はできません。
※記号・番号でお振込の場合は、こちらの欄にご記入ください。

金
融
機
関
名

口
座
名
義
人

記
号

番
号

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金
融
機
関

1

3

6
4
7

5
銀行
信託
信金

労金
信組
農協

支店
出張所

8漁協

普通（総合） 当座 貯蓄 別段
1 2 94

口座
番号

(右づめ）

(右づめ）

預金
種目

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。

262

171

H

R

H

R



受入機関の
受理日付印

課支社長印 担当者印 受付日 F81

印
正当な受取人の請求であることに
相違ないことを確認しました。
令和　 年　 月　 日

財形傷害保険支払請求書

会社証印

V5839-5 　4×1×8,000　2024.2（修）（71）72　保険会社用　財形〔9〕

宛 ２枚目

180

023

T25（20）

（租税条約に関する届出書提出済　　　％）
部店課支社 025

（15） （源泉徴収なし）課 

税

財形支払済
通知非直送

解除サイン

代理店・扱者/仲立人

Ｂ Ｃ

1

Ａ

Ｄ

財
形
住
宅
の
持
家
取
得
、
増
改
築
に
伴
う
払
出
、

お
よ
び
一
部
払
出
以
外
の
場
合
、
該
当
に
○
印

下記財形傷害保険につき以下のとおり支払いを請求します。
なお、本請求にあたり、税法の定めにより源泉徴収される場合にはそれを了承します。

下記の 財産形成住宅貯蓄につき租税特別措置法第４条の２第１項
財産形成年金貯蓄につき租税特別措置法第４条の３第１項

やめたいので、この旨申告します。

の規定の適用を受けることを

・★印の項目は大切な項目です。訂正する場合は保険契約者の訂正署名（または届出印の押印）をお願いします。
・被保険者（保険契約者）が死亡され、相続人がご請求される場合、届出印欄には相続人の実印を押印ください。
・お受取口座・金額等を必ずご確認のうえ、署名・押印してください。
・お届出印を１、２、３枚目に押印ください。

財産形成非課税
税務署長殿 令和　　年　　月　　日

貯蓄廃止申告書住宅
年金

K519 33 9 DC

000
021

800

010

AAA 020 994

173

173

262

263

262請 求 日
（ご記入日）令和 年 月 日 該 当 保 険

種類に○印 財形貯蓄 財形年金 財形住宅

届出印カナ

★申 込 人
（保険契約者）

フルネームでご署名ください

★

★

（注１） 着金予定日ではありませんのでご注意願います。

（注１）

TEL　　　　　－　　　　  　－

勤務先は必ずご記入ください。

（注２）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、契約が終了するため積立を継続することはできません。
（注３）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、請求額に応じ保険金額を減額します。

－
（事業所コード） （所属コード）

住 所

勤 務 先

保
険
契
約
者（
請
求
者
）

名 称

所 属
コ ー ド

所 属
部 課 名

社員番号

カナ

氏 名

住 所

種 別
最 高 限 度 額

所在地

名 称

所在地

名 称

所在地

名 称

所在地

名 称

勤 務 先

受入機関の
営 業 所 等

賃金の支払者

事務代行先

損 害 保 険 の 保 険 料

本店

０，０００円

契 約 番 号

財形団体コード

満期日・解約日・失効日

一 部 払 出
（注３）

全 部 払 出
（注２）

財形貯蓄以外の場合、左
記非課税貯蓄廃止申告書
もご記入ください。

満期返れい金 持家取得年月日

持家取得予定年月日
増改築等完工予定年月日

増改築等完工年月日
契約基準日から
３年経過後の払出
財形貯蓄：契約基準日から３年未満の解約
財形年金：年金の支払以外の場合
財形住宅：目的外払出（持家取得、増改築等以外）　　　等

円

解 約 ・ 失 効
返 れ い 金

保険金支払に伴う払出 （満期日・解約日・失効日は事故日をご記入ください）

一 部 解 約 （財形貯蓄）

持家取得等費用
返れい金（財形住宅）

（財形貯蓄） （財形住宅）

そ の 他

払
出
理
由

（お願い）
１．全部払出の場合は必ず左記非課税貯蓄廃止申告書を提出
願います。（除く財形貯蓄傷害保険）

（1）財形年金傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「住宅」および「財産形成住宅貯蓄につき租税特
別措置法第４条の２第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

（2）財形住宅傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「年金」および「財産形成年金貯蓄につき租税特
別措置法第４条の３第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

２．一部解約の場合、一部払出金額に対する源泉徴収税は一
部払出後の残高より差し引かれます。

財形住宅の持家取得・増改築等の添付書類（該当に○印）
住宅の登記簿謄本の正本またはコピー
住宅の登記簿抄本の正本またはコピー
売買契約書コピー
請負契約書コピー
増改築等工事完了届
住宅工事請負契約締結
（住宅売買契約）予定通知書

Ａ.
Ｂ.
Ｃ.
Ｄ.
Ｅ.
Ｆ.

Ｇ.
Ｈ.
Ｉ.
Ｊ.
Ｋ.
Ｌ.

住民票の正本またはコピー
登録原票記載事項証明書の正本またはコピー
検査済証コピー
増改築等工事証明書コピー
増改築等の建築確認済証コピー
その他書類（　　　　　　）

ご 

注 

意

東京都千代田区神田駿河台3－9
三井住友海上火災保険株式会社

A2

A2

A7

A1

A1

ロ
ヌ

ト

ニ
ヘ

イ

チ
ホ

請求額
（一部払出金額）

ハ
リ

法人番号

法人番号

法人番号

法人番号

平
成
28
年
１
月
以
降
使
用

①
22N

6010001008795

,,

1、2、3枚目に押印ください

★

お

受

取

口

座

(注4)

金融機関コード

店 番 号

〒　　　　 －

カナ

印

R

173

H

R

平成

令和

平成

令和

平成

令和

年 月 日

（注４）ゆうちょ銀行の送金機能付の総合口座以外の場合は､「金融機関」
欄にすべての項目をご記入下さい。                                                  

年 月 日

年 月 日

1 0

（カナ）

（カナ）
支
店
名

（漢字）

（漢字）

口
座
名
義
人

※送金機能付の総合口座以外への振込はできません。
※記号・番号でお振込の場合は、こちらの欄にご記入ください。

金
融
機
関
名

口
座
名
義
人

記
号

番
号

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金
融
機
関

1

3

6
4
7

5
銀行
信託
信金

労金
信組
農協

支店
出張所

8漁協

普通（総合） 当座 貯蓄 別段
1 2 94

口座
番号

預金
種目

262

171

H

R

H

R

令和R

災害・疾病・その他これらに類するやむを
得ない理由による解約（財形年金・財形住宅）
被保険者（保険契約者）の死亡による終了
転職等により、他の金融機関へこの契約を
移管するための解約（お受取口座は新勤務
先での財形契約口座）
その他の理由による解約
a. 退職   b. 教育資金   c. 結婚資金
d. 旅行資金   e. 車両購入
f. その他（　　　　　　　　　　   ）
保険事故以外の被保険者の重度障害
保険金請求に伴う契約者配当の払出

(右づめ）

(右づめ）

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。



財形傷害保険支払請求書（お客さま控）

V5839-5 　4×1×8,000　2024.2（修）（71）72　お客さま控　財形〔9〕

宛 ３枚目

財
形
住
宅
の
持
家
取
得
、
増
改
築
に
伴
う
払
出
、

お
よ
び
一
部
払
出
以
外
の
場
合
、
該
当
に
○
印

下記財形傷害保険につき以下のとおり支払いを請求します。
なお、本請求にあたり、税法の定めにより源泉徴収される場合にはそれを了承します。
・★印の項目は大切な項目です。訂正する場合は保険契約者の訂正署名（または届出印の押印）をお願いします。
・被保険者（保険契約者）が死亡され、相続人がご請求される場合、届出印欄には相続人の実印を押印ください。
・お受取口座・金額等を必ずご確認のうえ、署名・押印してください。
・お届出印を１、２、３枚目に押印ください。

021

800

010 173

173

262

263

262請 求 日
（ご記入日）令和 年 月 日 該 当 保 険

種類に○印 財形貯蓄 財形年金 財形住宅

届出印カナ

★申 込 人
（保険契約者）

フルネームでご署名ください

★

★

（注１） 着金予定日ではありませんのでご注意願います。

（注１）

TEL － －

勤務先は必ずご記入ください。

（注２）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、契約が終了するため積立を継続することはできません。
（注３）本支払請求書の解約日の午後４時をもって、請求額に応じ保険金額を減額します。

－
（事業所コード） （所属コード）

住 所

勤 務 先

保
険
契
約
者（
請
求
者
）

名 称

所 属
コ ー ド

所 属
部 課 名

社員番号

契 約 番 号

財形団体コード

満期日・解約日・失効日

一 部 払 出
（注３）

全 部 払 出
（注２）

財形貯蓄以外の場合、左
記非課税貯蓄廃止申告書
もご記入ください。

満期返れい金 持家取得年月日

持家取得予定年月日
増改築等完工予定年月日

増改築等完工年月日
契約基準日から
３年経過後の払出
財形貯蓄：契約基準日から３年未満の解約
財形年金：年金の支払以外の場合
財形住宅：目的外払出（持家取得、増改築等以外）　　　等

円

解 約 ・ 失 効
返 れ い 金

保険金支払に伴う払出 （満期日・解約日・失効日は事故日をご記入ください）

一 部 解 約 （財形貯蓄）

持家取得等費用
返れい金（財形住宅）

（財形貯蓄） （財形住宅）

そ の 他

払
出
理
由

（お願い）
１．全部払出の場合は必ず左記非課税貯蓄廃止申告書を提出
願います。（除く財形貯蓄傷害保険）

（1）財形年金傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「住宅」および「財産形成住宅貯蓄につき租税特
別措置法第４条の２第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

（2）財形住宅傷害保険の場合は、左記非課税貯蓄廃止申告
書の「年金」および「財産形成年金貯蓄につき租税特
別措置法第４条の３第１項」の字句をそれぞれ抹消し
てください。

２．一部解約の場合、一部払出金額に対する源泉徴収税は一
部払出後の残高より差し引かれます。

財形住宅の持家取得・増改築等の添付書類（該当に○印）
住宅の登記簿謄本の正本またはコピー
住宅の登記簿抄本の正本またはコピー
売買契約書コピー
請負契約書コピー
増改築等工事完了届
住宅工事請負契約締結
（住宅売買契約）予定通知書

Ａ.
Ｂ.
Ｃ.
Ｄ.
Ｅ.
Ｆ.

Ｇ.
Ｈ.
Ｉ.
Ｊ.
Ｋ.
Ｌ.

住民票の正本またはコピー
登録原票記載事項証明書の正本またはコピー
検査済証コピー
増改築等工事証明書コピー
増改築等の建築確認済証コピー
その他書類（　　　　　　）

ご
注
意

A2

A2

A7

A1

A1

ロ
ヌ

ト

ニ
ヘ

イ

チ
ホ

請求額
（一部払出金額）

ハ
リ

平
成
28
年
１
月
以
降
使
用

,,

1、2、3枚目に押印ください

★

お

受

取

口

座

(注4)

金融機関コード

店 番 号

〒 －

カナ

印

R

173

H

R

平成

令和

平成

令和

平成

令和

年 月 日

（注４）ゆうちょ銀行の送金機能付の総合口座以外の場合は､「金融機関」
欄にすべての項目をご記入下さい。

年 月 日

年 月 日

1 0

（カナ）

（カナ）
支
店
名

（漢字）

（漢字）

口
座
名
義
人

※送金機能付の総合口座以外への振込はできません。
※記号・番号でお振込の場合は、こちらの欄にご記入ください。

金
融
機
関
名

口
座
名
義
人

記
号

番
号

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

金
融
機
関

1

3

6
4
7

5
銀行
信託
信金

労金
信組
農協

支店
出張所

8漁協

普通（総合） 当座 貯蓄 別段
1 2 94

口座
番号

預金
種目

262

171

H

R

H

R

様

災害・疾病・その他これらに類するやむを
得ない理由による解約（財形年金・財形住宅）
被保険者（保険契約者）の死亡による終了
転職等により、他の金融機関へこの契約を
移管するための解約（お受取口座は新勤務
先での財形契約口座）
その他の理由による解約
a. 退職   b. 教育資金   c. 結婚資金
d. 旅行資金   e. 車両購入
f. その他（ ）
保険事故以外の被保険者の重度障害
保険金請求に伴う契約者配当の払出

(右づめ）

(右づめ）

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。

（カナ記入）＊左記払出理由 ‘ニ’ ‘ヘ’ 以外の場合は、保険契約者ご本人口座に限ります。

こちらは「お客さま控」です。提出は不
要です。提出された場合であっても返却
はいたしません。
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